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矢 掛 町 農 業 委 員 会 議 事 録 

 

１. 開催日時 

令和元年１１月８日（金）午前９時３０分～午前９時５０分 

 

２. 開催場所 

 矢掛町役場 ２階 第１会議室 

 

３. 出席委員  １６名 

農業委員 農地利用最適化推進委員 

１番 岸野 敏夫 出 矢掛地区推進委員 林 義夫 出 

２番 髙槻 祥治 出 美川地区推進委員 谷許 和昭 出 

３番 鳥越 幸男 出 三谷地区推進委員 藤原 邦夫 出 

４番 渡邊 卓司 出 山田地区推進委員 原野 尚徳 出 

５番 片山 悦志 出 川面地区推進委員 鳥越 哲夫 出 

６番 小野 孝一郎 出 中川地区推進委員 石井 博 出 

７番 平井 康夫 出 小田地区推進委員 田邉 登 出 

８番 平井 忠行 出    

９番 髙月 周次郎 出    

 

４. 議案日程 

（１）議案第３７号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

（２）議案第３８号  農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

（３）議案第３９号  農用地利用集積計画（案）の決定に対する意見について 

           （賃貸借権・使用貸借権設定に関するもの） 

 

５. 議案の内容 

別紙のとおり 
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議 長 

 

それでは、ただ今から令和元年度第８回農業委員会総会を開催します。 

 

休会中の会長としての主な行事への出席につきまして報告します。 

・１１月 ５日 岡山東税務署との農業投資価格に関する意見交換会（役場） 

以上で、休会中の会長事務の報告を終わります。 

 

会議に入る前に本日の署名委員を指名いたします。 

署名委員は６番 小野委員と、７番 平井康夫委員にお願いします。 

 

本日の議事につきましては議案第 ３７ 号から議案第 ３９ 号の ３ 議案です。 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

議案第 ３７ 号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、 

 ２ 件議題といたします。 

事務局から説明します。 

 

（議案朗読説明） 

 

 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

 

議 長 

 

３番委員 

 

 

 

議 長 

事案番号 ２８ 番につきまして、地元委員の意見をお願いします。 

 

この土地は、１０年程前から譲渡人が譲受人に管理をお願いしているそうです。 

今後も、譲受人が管理をしていくので、この度、所有権移転をします。 

問題はありません。 

 

地元委員から意見がありましたが、事案番号 ２８ 番につきまして、 

他にご意見はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、事案番号 ２８ 番につきましては、 

許可と決定いたします。 

 

以上２件について、総会次第の調査書のとおり農地法第３条第２項各号

には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 
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議 長 

 

２番委員 

 

 

 

議 長 

事案番号 ２９ 番につきまして、地元委員の意見をお願いします。 

 

この土地は、割田です。譲受人は、この土地の東側の土地を所有しています。 

譲受人は、譲渡人から西側の土地を譲り受け、１筆全部を耕作します。 

問題はないと思います。 

 

地元委員から意見がありましたが、事案番号 ２９ 番につきまして、 

他にご意見はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、事案番号 ２９ 番につきましては、 

許可と決定いたします。 

 

議 長 議案第 ３８ 号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について、 

 １ 件議題といたします。 

事務局から説明します。 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

（議案朗読説明） 

 

 

 

 

  

事務局の説明が終わりました。 

 

議 長 

 

３番委員 

 

 

 

 

 

 

 

事案番号 １１ 番につきまして、地元委員の意見をお願いします。 

 

この土地の南側の土地は、今年５月に転用の申請がありました。この度、譲渡人の

所有する土地と一緒に転用をします。転用申請面積の増加に伴い、東向き３階建て

から南向き３階建てに、設計変更がありました。隣接地に土砂が流出しないように

、コンクリートの壁を設置します。 

日照については、この土地の北側に農地があります。建物は３階建てですが、農地

と距離がありますので、日照に問題はありません。周辺の土地に影響はないと思い

ますので、問題はありません。 

 

事案番号１１番は、第１種農地および第３種農地のいずれの要件にも該当

しないため、第２種農地としています。総会次第に現地確認写真を載せて

おります。 
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議 長 地元委員から意見がありましたが、事案番号 １１ 番につきまして、 

他にご意見はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、事案番号 １１ 番につきましては、開発事業実施届出書

について承諾の旨が通知される場合かつ道路法第２４条について許可の通知がさ

れる場合、許可処分を行うことを議決します。 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

議 長 

議案第 ３９ 号 矢掛町農用地利用集積計画書（Ｎｏ．１３９）（案）の決定に対

する意見について、賃貸借権・使用貸借権に関するものを８３件議題といたします

。事務局から説明します。 

 

（集積計画の概要説明） 

 

それでは個別の案件について、矢掛地区から確認報告をお願いします。 

 

 

矢掛地区 

推進委員 

 

 

美川地区 

推進委員 

 

 

三谷地区 

推進委員 

 

 

山田地区 

推進委員 

 

 

川面地区 

推進委員 

 

矢掛地区について確認報告します。 

矢掛地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

美川地区について確認報告します。 

美川地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

三谷地区について確認報告します。 

三谷地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

山田地区について確認報告します。 

山田地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

川面地区について確認報告します。 

川面地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 
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中川地区 

推進委員 

 

 

小田地区 

推進委員 

 

 

事 務 局 

 

特に問題はありません。 

 

中川地区について確認報告します。 

中川地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

小田地区について確認報告します。 

小田地区で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

町外について確認報告します。 

町外で申請のあった全案件について確認を行いました。 

特に問題はありません。 

 

議 長 矢掛町農用地利用集積計画書（Ｎｏ.１３９）（案）の確認報告が終わりました。 

議案第３９号 矢掛町農用地利用集積計画書（Ｎｏ.１３９）（案）の決定に対す

る意見について、「異議なし」と決定してよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

異議がございませんので、「異議なし」と決定いたします。 

 

議 長 次に報告事項について確認します。 

 

議 長 

 

 

美川地区

推進委員 

 

 

議 長 

 

 

７番委員 

 

利用目的の変更届について 

地元委員の確認報告をお願いします。 

 

1番について、確認しました。この土地は、今年３月に露天資材置場にする一時転

用の申請が出ました。この度、この土地を農地に戻し、現況を田から畑に変更しま

した。果樹を植えています。 

 

農地法第１８条の規定による合意解約通知について 

地元委員の確認報告をお願いします。 

 

確認しました。１番は、貸渡人に転用の予定がある為、解約をします。 
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中川地区

推進委員 

 

中川地区

推進委員 

 

小田地区

推進委員 

 

確認しました。２番は、別の方が耕作をされる為、解約します。 

 

 

確認しました。３番は、所有権移転をする為、解約します。 

 

 

確認しました。４番は、借受人が亡くなられた為、解約します。 

 

議 長 

 

 

８番委員 

 

議 長 

農地転用の完了報告書について 

地元委員の確認報告をお願いします。 

 

確認しました。この土地は、申請のとおり露天駐車場に転用されていました。 

 

以上で、今月の議案についての審議は終了いたしました。 

これをもちまして、本日の農業委員会総会を終了いたします。  


